
 県・事前協議（事前協議）   【処理期間：受付後 2週間〜3週間】   ※調整区域の場合のみ

 事前協議（市要綱協議） ※都市計画法３２条協議を兼ねる  【処理期間：受付後 １か⽉半〜２か⽉】

※あくまで、下見の提出です。受け付けたことにはなりません。

必須：まちづくり戦略課、管理課、下水道推進課

適宜：帰属物件を引き取る課

※必要部数・配布先は、補正完了時に別途でお渡しする担当課一覧を参照。

※公開標識を設置したら速やかに、設置日を記載した写真を提出してください。

 ３２条協議報告書   【処理期間：受付後 ２週間〜３週間】

※公開標識の設置から２週間を経過しないと、受け付けはできません。

 開発⾏為許可申請（２９条申請）   【処理期間：受付後 １０⽇〜２週間】

公開標識（様式第３号）を設置

協議書受け取り

各課にて協議書（様式第１号の２）を作成

申請者 市

まちづくり戦略課に下見用の書類を提出して
書類の補正を完了させる

まちづくり戦略課にて書類チェック、補正指示

郡山土木事務所へ提出

補正が完了したら

副申書受け取り

郡山土木事務所へ提出

まちづくり戦略課にて決裁
『開発行為についての協議報告書』に公印を押印します

副本受け取り

まちづくり戦略課に下見用の書類を提出して
書類の補正を完了させる

まちづくり戦略課にて書類チェック、補正指示

必要部数をまちづくり戦略課に提出
補正が完了したら

必要部数をまちづくり戦略課に提出

まちづくり戦略課にて決裁、副申書を作成します

副申書受け取り

まちづくり戦略課にて決裁、副申書を作成します

各課にて確認印を押印。コピーを渡します

まちづくり戦略課に下見用の書類を提出して
書類の補正を完了させる

まちづくり戦略課にて書類チェック、補正指示

２部（正副）まちづくり戦略課に提出
補正が完了したら

   ①回答記入
   ②開発者印（実印）と代理人印（認印）を押印
   ③各課に返却

各課に下見用の書類を提出して書類の補正を完了させる 各課にて書類チェック、補正指示

【下見配布先】

必要部数をまちづくり戦略課に持参
受付印を押印して各課に配布

補正が完了したら

受付前に公開標識を設置しないでください。

下見提出

正式提出・受付

下見提出

正式提出・受付

協議締結

下見提出

正式提出・受付

下見提出

正式提出・受付


